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ひとつの診療所が、生きる力になることがある。
ひとつの診療所が、人生を変えることもある。

診療所には、人の心や世の中を動かす力があります。
そんな診療所が持つ素晴らしい力で
そこで働く方も患者さんも、
一人ひとりの人生をより豊かにしたい。
いきいきと生活する人が光り輝く、
元気な福島県づくりの応援をしたい。
それが私たち、福島県保険医協会・協同組合の願いです。

福島県保険医協会・協同組合のサービスを利用すると、
元気になる。ワクワクしてくる。楽しくなる。

関わったすべての医療従事者から、
そんな言葉をいただけるように
ひとつひとつの出会いに、ひとつひとつの仕事に
心をこめて向き合っています。

生きる喜び・楽しみがあふれる社会に。
私たちは “診療所と、そこで働く人たちを元気にすること”
を通して、人と社会を元気にしています。

届けたい大切な思い
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「メディコール」とは開業医専用の電話相談窓
口のこと。
医療機関で働く皆さんの日常的に発生した疑問
や悩みを解決するために、無料相談を受け付け
ています。電話・メール・FAX で直接内容を
お伺いし、回答や考え方をご提示します。
1973 年の当会設立以来、毎年約 1,000 件以上
のご相談を頂いており、長年の経験から、多く
の情報を精査・蓄積することで、問題解決への
サポートをしています。
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正式名称は「わくわくメディカル医療機関専用
ミーティング」。当会がご提供する学習会の総
称です。
福島県保険医協会事務局が医療機関にご訪問又
はオンライン接続の上、実施します。
「知識を深め、自分を成長させたい」「よりよい
具体的な対応方法を知りたい」「メディコール
で聞いた内容を職員全員で共有したい」など、
多くの医療従事者が様々な目的で受講されてい
ます。
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（開業医個人をサポート）

「共済制度」とは「開業医休業保障」「保険医休
業保障」「保険医年金」「グループ保険」のこと。
いずれも、全国の保険医協会が独自に創設し、
運営するオリジナルブランドです。
さらに、全ての制度が、診療所で働く医師・歯
科医師たちが自らのライフプランを考え、創り
出した制度ですので、開業医の皆様に、より一
層マッチングした内容構成となっています。
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福島県保険医協会は福島県内で働く医師・歯科医師、
約 1,300 名で構成する、会員組織です。
全国各県に保険医協会が設立されており、その連合体
である全国保険医団体連合会は、10 万名を超える会
員を擁しています。
当会では一人ひとりのニーズにお応えできるよう、診
療所全体をサポートするための３つのサービスと開業
医個人をサポートするためのサービスをご用意してい
ます。
いずれも開業医専用を謳った厳選した内容です。

３＋１の厳選したサービス
人と組織を元気にする

「開業医専用 i
アイテム
tem」

福島県下で開業している医師・歯科医師に必要
なモノやコトの情報をいち早くご案内するサー
ビスのこと。
ご案内する内容は、管理者はもちろんスタッフ
が見てもわかりやすいように表現を工夫してい
るので、院内での情報共有が容易になります。
また、情報をお伝えする手段は、会報紙、FAX
ニュース、ホームページなど多岐に渡り、ホー
ムページには会員専用のページもご用意してい
ます。発信する情報は当会で精査しているので、
より一層正確な情報が手元に届きます。
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「メディコール」とは医療機関で働く皆さんが、日常
的に発生した悩みや疑問を解決するための専用相談窓
口です。
当会事務局が電話・メール・FAXで内容をお伺いし、
回答や考え方をご提示します。

回答する際には「お問い合わせ頂いた診療所がいか
に上手くいくか」を視点に回答します。行政機関等
が直接アドバイスしにくい内容であっても、医療機
関視点の表現に置き換えて回答するので、納得感が
得られます。

回答する場合は、曖昧な回答は致しません。イエス
or ノーのみならず、グレーであるものはグレーと
回答致します。またご要望に応じて、根拠（法令等）
をお示しすることもできます。さらに、根拠が存在
しない場合は、考え方をご提示致します。

9時～ 17 時（土日祝日を除く）であれば、いつで
もご相談頂けます。会員の所属する医療機関の方で
あれば、職種を問わずお問い合わせ頂けます。
なお、お問い合わせ方法は問いません。アポイント
の上、当会の事務所にお越し頂いても結構です。

メディコールの特徴

①診療所の視点で回答

②とことん根拠を重視

③いつでも・誰でも相談できる
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正式名称は「わくわくメディカル医療機関専用ミー
ティング」。当会がご提供する学習会の総称です。
福島県保険医協会事務局が医療機関にご訪問又はオン
ライン接続の上、実施します。
「知識を深め、自分を成長させたい」「よりよい具体的
な対応方法を知りたい」「メディコールで聞いた内容
を職員全員で共有したい」など、多くの医療従事者が
様々な目的で受講されています。

当会が予め準備したプログラム内であれば、参加人
数や実施回数に制限がなく、すべて会費内に含まれ
るので研修費の心配はいりません。
また開催場所は、原則、医療機関又はオンラインと
しますが、別途会場を準備頂ければ、そちらに伺う
ことも可能です。

お申込みの際には、実施日時を第３希望までご選択
頂けます。
また、研修内容は毎年更新しており、例年約 30 の
テーマから自由にお選び頂けます。

お申込みの際には、参加される職種や経験年数等を
予め確認させて頂くことがございます。これにより、
参加者の経験やレベル、実施目的に応じて、臨機応
変に内容を構成することができ、効率的に必要な知
識を吸収することができます。

わくメディの特徴

①人数・回数に制限がなくすべて無料

②希望の日時・内容を自由に選べる

③実情に応じた臨機応変な対応
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福島県下で開業している医師・歯科医師に必要なモノ
やコトの情報をいち早くご案内するサービスのこと。
ご案内する内容は、管理者はもちろん、スタッフが見
てもわかりやすいように表現を工夫しているので、院
内での情報共有が容易になります。
また、情報をお伝えする手段は、会報紙、FAXニュー
ス、ホームページなど多岐に渡り、ホームページには
会員専用のページもご用意しています。

その都度、情報を抜粋してお届けするので、情報過
多になることを防ぎます。
またお届けした情報が物足りない場合など、ご要望
に応じて、もう一段階踏み込んだ情報を個別にお届
けすることも可能です。

必要な情報は、内容に応じて、会報紙・ホームペー
ジ・FAXの方法でご案内します。また、ホームペー
ジには「会員専用ページ」を設置し、一般向け情報
と会員向け情報に差異を設けています。

アイテムをお届けして終わりということではなく、
それを最大限ご活用頂けるよう、ご要望に応じて、
有効活用法もご提案しています。
「利用者自らが、有効な方法に気づくことにより、
知識・技術・心を総合的に高めること。」
それが私たちの目指している開業医専用アイテムの
目標です。

開業医専用アイテムの特徴

①必要な情報を抜粋してご提供

②３つの方法でご案内

③有効活用法もご提案
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「一人医師・歯科医師」が多い開業医だからこそ、万が一に備えたい
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『共済制度』とは「開業医休業保障」「保険医休業保障」
「保険医年金」「グループ保険」のこと。
いずれも、全国の保険医協会が独自に創設し、運営す
るオリジナルブランドです。

万一の病気やケガに備える「休業保障」。
時代が変わっても、常に選ばれ続けている「保険医
年金」。
会員の３人に１人が加入している「グループ保険」。
それぞれがともに、３つの特徴をもっています。

全ての制度が、診療所で働く医師・歯科医師たちが
自らのライフプランを考え、創り出した制度ですの
で、開業医の皆様に、より一層マッチングした内容
構成となっています。

契約前には、「法人 or 個人」「家族構成」「従業員数」
「診療時間」「経済的合理性」など、契約者の実情に
応じたご提案をさせて頂きます。
それにより、ご自身の実情に応じた、よりよい加入
の仕方を選択できるようになります。

共済制度の特徴

①各々３つの特徴

②開業医の実情を反映

③契約者の実情に応じたご提案
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人は個人個人、自身のルールや枠を予め持っています。
それは意識下に潜在的に存在しており、
普段意識に上がることはありません。

想像してみて下さい。
ついつい
「このくらいでいいや」「このくらいが自分に合っている」
と無意識に制限をかけていることはありませんか？

実は、それらが人の成長を抑制しているのです。

つまり、その制限を顕在化させ、現在のルールや枠の外に
出ることが人を成長へと導くのです。

人の夢は終わらない
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世の中には法律や制度など、いわゆるルールが存在してお
り、それに関わる組織はそれらを遵守するような仕組みに
なっています。

診療所も例外ではなく、むしろその環境を取り巻くそれら
は多岐にわたります。

しかし、そのルールは１から 10 まで、事細かに決まって
いるわけではなく、そこには『幅』や『枠』が存在します。

その『幅』や『枠』が何か、どこかがわかったとき、初め
て柔軟性や考えるチカラが備わり、診療所を成長へと導く
のです。

診療所の成長は終わらない
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組織概要 組織概要

電話：024-531-1151 電話：024-531-3848

組織名：福島県保険医協会
設　立：1973 年
理事長：松本純
事務所：福島県福島市御山字中屋敷 96

組織名：福島県保険医協同組合
設　立：1989 年
理事長：樋口郁夫
事務所：福島県福島市御山字中屋敷 96


